
 



事業活動によって生じた廃棄物のうち「事業系一般廃棄物」に該当するもので、適正に分別さ

れているものについては、市の施設で受入れを行っています。  

 
  

  

事業系一般廃棄物の受入   



事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法に基づいて定められた２０種類の廃棄物 

です。産業廃棄物については、市では処理できません。  

 

産業廃棄物とは   



 

 


